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 WWFはなぜ国立公園からのアブラヤシ果房を調査して

いるのか 

 どのように、そしていつ、調査は実施されたのか 

 調査により明らかになったこと 

 WWFによる活動と、政府・企業の対応 

 次にとるべき手法 

 日本のパーム油購入企業がインドネシアの残り少ない

森林を守るためにできること 

 

 

outline 



違法パーム油調査の背景 



シアク・ラヤ・ティン

バー社伐採許可地 

テッソ・ニロ国立公園 



調査の期間と方法 



調査は2011年2月から2012年4月にかけて実施された 

 

WWFリアウ森林犯罪班は、テッソ・ニロ国立公園とシ

アク・ラヤ・ティンバー社、フタニ・ソラ・レスタリ社の伐
採許可地内部で違法に栽培されたアブラヤシ果房の
管理の連鎖（CoC）について以下の通り調査した（これ

ら３区域をまとめて本報告では「テッソ・ニロ森林地
帯」と呼ぶ）。 

- 実地調査、そして違法アブラヤシがある場所の座
標確認 

- 確かな証拠とするため、位置情報タグ付きの写真
やビデオ撮影 

- 関係者への匿名インタビュー 

- 空間的解析 

- 法的分析 

 

 







調査の結果 



農園 

精製・加工業者 

原材料製造業者 

小売業者 

搾油所 

商品製造業者 

運搬 

• 様々な場所を経由 

• 農家から搾油所で 

• 混ざる可能性 

小規模農家 

パーム油サプライチェーン 



No 面積 (ha) 
2011年2月～6月調査による 

テッソ・ニロ森林地帯における違法占有地と土地利用 (ha) 合計 
アブラヤシ ゴム その他 伐採済／栽培準備済 灌木／低木 

1 フタニ・ソラ・レスタリ社

伐採許可地 45,990 

5,644.5 85 65 1,978 1,733 9,505.5 

2 シアク・ラヤ・ティンバー

社伐採許可地 38,560 

14,995 580 - 2,699 3,030 21,304 

3 テッソ・ニロ国立公園

83,068 

15,714 328 34 1,535 3,846 21,457 

合計 167,618 36,353.5 993 99 6,212 8,609 52,266.5 

 テッソ・ニロ森林地帯における違法占有と土地利用 

データ出展: WWFインドネシアによる2011年2月－6月調査の結
果より 

直近のテッソ・ニロの状況はとて
も切迫している。2013年7月のラ

ンドサット衛星画像によると、テッ
ソ・ニロ国立公園内の自然林は
約24,000 ha (29%) しか残ってい
ない。 

2013年7月  

WWFの調査によると、2011年までにテッソ・ニロ森林地帯の 
52,266.5haが既に違法占有されている。70% (36,353ha) がアブ
ラヤシ農園に転換され、うち15,819 haにおいてアブラヤシ果房
が生産されている 



No 所有者 
総面積 未成熟農園 成熟農園 

数 ha 数 ha 数 ha 

フタニ・ソラ・レスタリ社伐採許可地 

1 個人 81 2,278.5 62 1,648.5 19 630.0 

2 
自己資本による 

グループ 
2* 313.0 2 139.0 1 174.0 

3 
企業の支援を受けてい

るとされるグループ 
1* 3,053.0 1 389.0 1 2,664.0 

小計 84 5,644.5 65 2,176.5 21 3,468.0 

シアク・ラヤ・ティンバー社伐採許可地 

1 個人 223 12,995.0 128 7,435.0 95 5,560.0 

2 
自己資本による 

グループ 
4 2,000.0 2 1,050.0 2 950.0 

小計 227 14,995.0 130 8,485.0 97 6,510.0 

テッソ・ニロ国立公園 

1 個人 220 11,024.0 160 8,733.0 60 2,291.0 

2 
自己資本による 

グループ 9 2,820.0 4 990.0 5 1,830.0 

3 
企業の支援を受けてい

るとされるグループ 1* 1,870.0 1 150.0 1 1,720.0 

小計 230 15,714.0 165 9,873.0 66 5,841.0 

合計 541 36,353.5 360 20,784.5 184 15,819.0 

テッソ・ニロ森林地帯における、違法アブラヤシ農園の所有者、樹齢/生産性 
データ: WWFインドネシア実地調査（2011年2月～6月） 



テッソ・ニロ国立公園やその他の保護区内で違法に栽培された 
アブラヤシ果房を購入している可能性のある企業 



Lubuk Batu Tinggal村とアシアン・アグリグループのインティ・インドサウィット・ス
ブル社がKKPA制度を利用してテッソ・ニロ国立公園内に開発した合法性に疑問
のあるアブラヤシ農園。 GPS座標: 南緯0°20‘45.72“・東経 102°3’32.28”。2011年
10月6日撮影。 © WWF Indonesia. 



テッソ・ニロ森林地帯周辺にある企業グループに関連した搾油所  



テッソ・ニロ森林地帯の西にあるウィルマ―グループのシトラ・リアウ・サラナ社
第１、第２、第３搾油工場と、フタニ・ソラ・レスタリ社伐採許可地内でシトラ・リア
ウ・サラナ社が出資・運営するSoko Jati協同組合の違法なアブラヤシ農園。 



テッソ・ニロ国立公園の東にあるアシアン・アグリグループのインティ・インド差
ウィット・スブル社第２工場の３つの搾油工場と、テッソ・ニロ国立公園内でイン
ティ・インドサウィット・スブル社が出資・運営するTani Bahagia協同組合のアブ
ラヤシ農園。 



WWFによる活動と 

政府・企業の対応 



WWFインドネシアは、2012年11月5日に報告書の草
稿を林業省宛に送付し、状況を報告した。 

2012年初め、WWFはウィルマ―社、アシアン・アグリ

社との個別会合において報告書草稿を提出し、説
明を求めた。 

2013年2月、テッソ・ニロ国立公園の

境界エリアに設置された像保護セン
ターの竣工式において、林業大臣は、
違法占有者の立ち退きに取り組み、
違法占有問題に対処するために財
政支援を行うことを発表した。 



アシアン・アグリ社は原料供給者に対し、法的要件を
満たさない果房の買い入れを拒否することを公にした。
アシアン・アグリ社の搾油工場があるプララワン県の
議員は、今後テッソ・ニロ森林地帯で採れた果房を受
け入れないという同社の決定に失望を表明した。この
発言は、アシアン・アグリ社、原料供給者、各村の代
表、協同組合、自然資源保全局、県当局およびWWF
が出席した2度の公聴会においてのものである。プラ
ラワン県議会の議員らがWWFインドネシアの事務所
を訪れた際にも、同様の意見が表明された。 

ウィルマ―社は、2012年11月に企業グ

ループ全体で、違法に栽培された果房を
購入しないことを発表した。ウィルマ―社
は2013年1月18日にWWFと会談し、果房
が「森林地（Forest Estate：自然林被覆の

有無を問わず、林業省が管理する土地の
こと）」で収穫されたものではないことを確
認していると述べた。 



次に取るべき手法 



リアウ州のアブラヤシ農園に関わる 
プロジェクトと戦略 

プロジェクト2： パーム油企業がRSPO

メンバーになること、RSPO認証を取得
を促進する 

プロジェクト4： 森林をアブラヤシ農園に転換
する違法占有者に対する法律を実行する 

プロジェクト3： 人と動物の衝突緩和策
において保護価値の高い森林（HCVF）
と最適管理手法（BMPｓ）の実施を促進
する（ターゲット：企業） 

戦略4： 法の執行 

戦略3：保護価値の高い森林と最適
管理手法により、森林破壊を止め、
人間との衝突による野生生物の死

亡率を下げる 

例）ゾウ機動部隊技術、野生生物と
の衝突回避／緩和記述などの導入  

戦略1： 地域空間計画の強化を 

通した政策介入（ターゲット：政府） 
プロジェクト1： エコシステムに基づく土地利用計画を提案
し、土地利用計画のための地域規制の発行を促進する 

 

戦略2： 持続可能なアブラヤシ 

農園に対する認証 

（ターゲット：企業と小規模農家) 

戦略5： アブラヤシ果房管理システムを実行し、
違法なアブラヤシ果房の購入を止める 

プロジェクト5： パーム油購入企業への
働きかけ 



まとめ 

アブラヤシ農園開発は 

森林破壊、生物多様性の喪失、衝突を引き起こす 

アブラヤシ農園開発は 

泥炭の排水・分解、温室効果ガスの排出を引き起こす 

そして、一部のアブラヤシ農園開発は、違法である 

違法にそして/または非持続可能にリアウ州で生産されたアブラヤシ果房は 

リアウ州で生産される大半のパーム原油に「混入」していると思われる。 

「混入」パーム原油は大半の精製業者や輸出用へと流れていくと思われる。 



有り難う御座います 
南テッソ・ニロの生息地のゾウの群れ 
リンバ・プラナプ・インダのアカシア植林地にて 


